府中市日光移動教室支援業務委託事業者の選定における募集要項


１　目的
　　　本事業は、本市立小学校における日光移動教室の円滑かつ安全な実施を目的として、児童の宿泊先の確保及び宿泊に係る業務を安定的に提供できる事業者を選定するものとする。

２　業務概要
(1)　業務件名
府中市日光移動教室宿泊業務委託（以下、本業務という）
(２)　委託業務の内容
別紙「府中市日光移動教室宿泊業務委託仕様書」のとおり
(３)　履行期間
契約締結日の翌日から令和１２年３月３１日まで

３　参加資格
(1)　府中市契約事務規則第３４条に規定する指名競争入札参加資格を有すること。
　　（資格がない事業者は、「４　参加手続」に掲げる書類を提出すること。）
(2)　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に
該当しないこと。
(3)　府中市業者指名停止基準による指名停止措置期間中の者でないこと。
(4)　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続中の者でないこと。
(5)　本業務を円滑に遂行できるよう、安定的かつ健全な財政能力を有している者であること。
(6)　国税及び地方税を滞納している者でないこと。 
(7)　提出した書類の記載事項に虚偽がないこと。

４　参加手続
(1)　募集及び選定方法
本業務に係る事業者の選定方法は、選定委員会の審査によって決定する。
　　ア　審査（参加資格の審査）
参加申込書及び添付書類の提出により参加資格を審査し、事業者によるプレゼンテーションを実施する、その結果、１事業者を受託候補者として選定する。

(2)　提出書類
参加を希望する事業者は、所定の書類一式を提出期限までに提出すること（別表１のとおり）。ただし、府中市契約事務規則第３４条に規定する指名競争入札参加資格がない事業者は、次に掲げる書類を参加申込書に係る書類と併せて提出するものとする。
ア　登記簿謄本（登記事項証明書）の写し
発行後３か月以内のもの（法人の場合に限る。）
イ　商号登記簿謄本の写し
発行後３か月以内のもの（個人で商号を用いる場合に限る。）
ウ　身分証明書
本籍地の区市町村長が発行するもので、発行後３か月以内のもの（個人で商号を用いないで営業している場合に限る。）
エ　財務諸表　貸借対照表及び損益計算書（直前決算のものに限る。）
オ　法人事業税の納税証明書
　　発行後３か月以内のもの（法人の場合に限る。）
カ　納税証明書その１（法人税）
　　発行後３か月以内のもの（法人の場合に限る。）
キ　納税証明書その１（申告所得税）
　　発行後３か月以内のもの（個人の場合に限る。）
ク　納税証明書その１（消費税及び地方消費税）
　　発行後３か月以内のもの

	提出書類
	様式
	部数
	提出期間

	ア　参加申込書に係る書類
	令和８年３月１６日（月）から
令和８年３月２７日（金）まで

	
	(ｱ)　参加申込書
	第１号
	正本１部
	

	
	(ｲ)　参加資格要件確認書
	第２号
	
	

	
	(ｳ)　会社概要
	第３号
	11部
	

	
	(ｴ)　類似業務実績書
	第４号
	
	

	
	(オ)　業務提案書
	・第５号
・任意様式
	正本1部
副本※10部
	



(３)　書類の提出方法
府中市学務保健課担当（東京都府中市宮西町２－２４ おもや３階）へ持参。
ただし受付時間は平日の午前８時３０分から午後５時までとする。
なお、提出に当たっては、事前に問合せ先の担当まで連絡すること。
(４)　提出書類記載上の留意事項
　　ア　参加申込書に係る書類
　　　(ｱ)　参加申込書（様式第１号）
　　　　　代表者印を押印の上、提出すること。
　　　(ｲ)　参加資格要件確認書（様式第２号）
　　　　　代表者印を押印の上、提出すること。
　　　(ｳ)　会社概要（様式第３号）
　　　　　資本金、売上高等※が記載されていること。
　　　　　※本業務に必要と判断されるものは、漏れなく記載すること。
(ｴ)　類似業務実績書（様式第４号）
類似業務実績は、過去１０年間以内で、５件を上限にそのノウハウが本業務に生かせると判断できるものについて記載すること。

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]イ　業務提案書に係る書類
(ｱ)　表紙（様式第５号）原本１部には会社名、代表者印を押印してください。
(ｲ)　仕様書に関する業務提案
　　　　　（任意様式）
　　　(ｳ)　仕様書に関する協議会の運営スケジュールと各協議会の協議内容案
　　　　　（任意様式）
　　　
(５)　作成上の注意事項
ア　様式第１～５号はＡ４判縦片面１枚で、簡潔にまとめること。
　　イ　業務提案書は原則２０ページ以内にまとめること（表紙、目次を除く）
　　ウ　表紙（様式第５号）の裏面に目次を作成すること
　　エ　提案は文章での表現を原則とし、文字の大きさは、原則１１ポイント以上とすること。
このとき、文章を補完するために必要な概念図や表、イメージ図等（図や表内の文字ポイントの大きさは問わない）の使用については、制限枚数を超過しない範囲で使用して良い。
オ　提案者を特定することができる内容の記述（社名や実績の名称など）は行な
いこと。

５　プレゼンテーションにおける留意事項
(1) 提出した業務提案書を基に、本業務に係る提案や支援体制等の内容をプレゼン
テーションする。
このとき、業務提案書に記載の文章を補完するために必要な概念図や表、イメージ図等について、資料で用意することを妨げない。
(2)　プレゼンテーション資料（業務提案書等）には社名が特定できる記載は除くこと。
(3)　プレゼンテーションは、実際に本業務を主に担当する者により行うこと。また、出席者についても、各担当者の中から選出した計３名以内とすること。
(４)　日時、場所、その他詳細については参加申込書に係る書類を提出した事業者に対してのみ通知する。

６　受託候補者を選定するための評価基準
(1)　審査（書類・プレゼンテーション）
参加申込書に係る書類を次に示す観点から評価項目ごとに点数化し、総合的な
評価及び審査を行う。
ア　経営規模
イ　履行保証力
ウ　倫理観
エ　類似業務実績

７　選定結果
　　選定の結果については、提案者全員に通知し、非選定の者及び提案書不採用の者に対し、非選定または不採用の理由を書面により通知する。
　　なお、非選定または提案書不採用の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（府中市の休日に関する条例第１条に規定する市の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に、書面により、非選定または不採用についての説明を求めることができる。
　　非選定または不採用の理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる日の翌日から起算して１０日以内（休日を含まない。）に、書面により回答する。

８　募集要項等の配布
(1)　募集要項及び参加申込書に係る書類の配布方法
　　市ホームページよりダウンロード
　　
(2)　配布期間
　　　令和８年３月１６日（月）から令和８年３月２７日（金）まで

９　質問の受付及び回答
(1)　提出期間
　　　令和８年３月１６日（月）から令和８年３月１９日（木）まで
(２)　提出方法
      任意の様式で、教育部学務保健課（gakumuhoken02@city.fuchu.tokyo.jp）へ電子メールで提出すること。また、送信した際は事務局に電話し到着確認をすること。
なお、電子メール以外で提出された質問については回答しないものとする。
(３)　回答方法
質問のあった事業者に対して電子メールで回答するほか、質問書の回答を集約
し、令和８年３月２４日（火）に市ホームページで公開する。

10　参加申込書に係る書類及び業務提案書の提出
(1) 提出期間
令和８年３月１６日（月）から令和８年３月２７日（金）
(２)　提出部数
ア　参加申込書（様式第１号）及び参加資格要件確認書（様式第２号）
　各１部（正本）
イ　会社概要（様式第３号）、類似業務実績書※（様式第４号）
　各１１部
※参考資料は１部で良い。
ウ　業務提案書（様式第５号、任意様式）
　各１１部（正本１部、副本※１０部）
※副本は、社名が特定できる記載を除くこと。
(３)　提出方法
府中市学務保健課（東京都府中市宮西町２－２４　おもや３階）へ持参。
ただし、受付時間は土日、休日を除く午前８時３０分から午後５時までとする。
　　　なお、提出日時について事務局に事前予約をすること。

11　プレゼンテーションの実施
　　令和８年４月上旬

12　審査結果通知・公表
　　令和８年４月下旬

13　契約日（予定）
　　令和８年５月上旬

14　
日程一覧
	　　項　　目
	日　程

	募集の公表
	令和８年３月１６日（月）

	募集要項等に関する質問の受付期間
	令和８年３月１６日（月）から
令和８年３月１９日（木）まで

	質問回答（ホームページ）
	令和８年３月２４日（火）

	参加申込書に係る書類・業務提案書の提出期間
	令和８年３月１６日（月）から
令和８年３月２７日（金）まで

	プレゼンテーション
	令和８年４月上旬

	審査結果通知・公表
	令和８年４月下旬

	契約日（予定）
	令和８年５月上旬



15　その他
　(1)　提出期限までに書類が提出されなかった場合には、いかなる場合であっても参加できない。
　(2)  提出期限後における書類の差替え及び再提出は原則認めない。
　(3)　参加に係る経費は参加者の負担とする。
　(4)　本提案に係る提出物については返却しない。
　(5)　提出された書類は選考に関する目的以外には使用しない。
　(6)　本提案に係る書類に虚偽の記載をした場合には、同書類を無効とし、指名停止を行うことがある。
　(7)　電子メール等の通信事故について、本市はいかなる責任も負わない。
　(8)　本提案により採用されたことをもって、提案したすべての内容の契約を保証するものではない。
　(9)  提出された資料について情報公開請求があった場合は、府中市情報公開条例に基づき原則として公開する。

16　問合せ先
府中市教育部学務保健課（担当　田中）
　　〒１８３－８７０３　東京都府中市宮西町２－２４　府中市役所おもや３階
電　話　０４２－３３５－４４３６（直通）
ＦＡＸ　０４２－３３４－０９４６
　　E-mail  gakumuhoken02@city.fuchu.tokyo.jp
